
第一段階－生保、世
帯全員市民税非課税
老齢福祉年金受給者

第二段階－世帯全員
市民税非課税、課税
年金収入額＋合計所
得＝   ８０万円以下

第三段階－世帯全
員市民税非課税で
第一、第二以外の

方

第四段階－本人市
民税非課税（世帯

に課税者あり）

第五段階－市民税
課税合計所得金額

２００万円以下

第六段階－市民税
課税合計所得金額

２００万円以上
合計 備考

年額4,467円 6,700 8,934 11,167 13,401 ー ー

668人 9,065 11,267 6,866 5,211 ー 33,087
2.0% 27.4% 34.0% 20.8% 15.8% ー 100.0%

年額13,401円 20,101 26,802 33,502 40,203 ー ー

800 10,419 12,118 7,769 5,491 ー 36,597
2.2% 28.5% 33.1% 21.2% 15.0% 100.0%

年額17,868円 26,802 35,736 44,670 53,604 ー ー

824人 10,669 11,713 7,707 5,261 ー 36,174
2.0% 29.5% 32.4% 21.3% 14.5% 100.0%

年額18,774円 28,161 37,547 46,934 56,321 ー ー

916人 12,032 12,389 6,443 7,424 ー 39,204
2.3% 30.7% 31.6% 16.5% 18.9% 100.0%

年額18,774円 28,161 37,547 46,934 56,321 ー ー

951人 13,022 12,783 6,702 7,620 ー 41,078
2.3% 31.7% 31.1% 16.3% 18.6% 100.0%

年額18,774円 28,161 37,547 46,934 56,321 ー ー
1002人 14,019 13,217 7,116 7,848 - 43,202
2.3% 32.4% 30.6% 16.5% 18.2% 100.0%

年額23,082円 23,082 34,623 46,164 57,705 69,246 -
1045人 6,897 3,937 13,368 10,272 10,322 45,841
2.3% 15.0% 8.6% 29.2% 22.4% 22.5% 100.0%

年額23,082円 23,082 34,623 46,164 57,705 69,246 -
1073人 7,358 4,319 13,822 10,970 10,611 48,153
2.3% 15.3% 8.9% 28.7% 22.8% 22.0% 100.0%

年額23,082円 23,082 34,623 46,164 57,705 69,246 -
1150 7,693 4,719 14,473 11,539 10,948 50,522
2.3% 15.2 9.4 28.6 22.8 21.7 100.0

年額23,262円 年額23,262円 年額34,893円 年額41,872円 年額46,524円 年額51,176円 年額58,155円 年額69,786円 年額81,417円 -

1,264 8,007 5,185 9,706 5,000 4,779 7,449 7,555 3,479 52,424
2.4 15.3 9.9 18.5 9.6 9.1 14.2 14.4 6.6 100.0

年額23,262円 年額23,262円 年額34893円 年額41872円 年額46524円 年額51176円 年額58155円 年額69786円 年額81417円 -

1,354 8,295 5,627 9,500 5,366 5,082 7,706 7,478 3,298 53,706
2.5% 15.5 10.5 17.7 10 9.5 14.3 13.9 6.1 100.0

年額23,262円 年額23,262円 年額34893円 年額41872円 年額46524円 年額51176円 年額58155円 年額69786円 年額81417円 -

1,494 8,590 6,131 9,618 5,552 5,412 8,102 7,634 3,347 55,880
2.7% 15.4% 11.0% 17.2% 9.9% 9.7% 14.5% 13.7% 6.0% 100.0%

年額27,300円 年額27,300円 年額38,220円 年額40,950円 年額49,140円 年額54,600円 年額60,060円 年額68,250円 年額81,900円 年額95,550円 －
1,510 8,989 3,079 3,420 9,921 5,767 5,983 8,512 7,731 3,248 58,160
2.5% 15.7% 5.5% 6.0% 16.6% 10.4% 10.0% 14.6% 13.2% 5.5% 100.0%

年額27,300円 年額27,300円 年額38,220円 年額40,950円 年額49,140円 年額54,600円 年額60,060円 年額68,250円 年額81,900円 年額95,550円 －
1,368 8,946 2,963 3,191 9,971 5,812 5,527 8,206 7,693 3,305 56,982
2.4% 15.7% 5.2% 5.5% 17.5% 10.2% 9.7% 14.4% 13.5% 5.8% 100.0%

年額27,300円 年額27,300円 年額38,220円 年額40,950円 年額49,140円 年額54,600円 年額60,060円 年額68,250円 年額81,900円 年額95,550円 －

1,368 8,946 2,963 3,191 9,971 5,812 5,527 8,206 7,693 3,305 56,982
2.4% 15.7% 5.2% 5.5% 17.5% 10.2% 9.7% 14.4% 13.5% 5.8% 100.0%

年額29,640円 年額41496円 年額44460円 年額53352円 年額59280円 年額71136円 年額74100円 年額77064円 年額82992円 年額88920円 年額97812円 年額106704円 年額109668円 年額118560円 －

11424人 3597人 3970人 10326人 6653人 6053人 554人 8204人 998人 5315人 2645人 1562人 969人 983人 63,253人

18.10% 5.7% 6.3% 16.3% 10.5% 9.6% 0.9% 13.0% 1.6% 8.4% 4.2% 2.5% 1.5% 1.6% 100%

第十二段階…市民税
課税で合計所得金額
400万円以上600万円

未満

第十三段階…市民税
課税で合計所得金額
600万円以上1000万

円未満

第十四段階…市民税
課税で合計所得金額

1000万円以上
合計

第六段階…市民税課
税で合計所得金額

120万円未満

第七段階…市民税課
税で合計所得金額

120万円以上125万円
未満

第八段階…市民税課
税で合計所得金額

125万円以上190万円
未満

第九段階…市民税課
税で合計所得金額

190万円以上200万円
未満

第十段階…市民税課
税で合計所得金額

200万円以上290万円
未満

第十一段階…市民税
課税で合計所得金額
290万円以上400万円

未満

２７年度

第一段階－生保、世
帯全員市民税非課
税、老齢福祉年金受
給者、課税年金収入
額と合計所得金額80
万円以下

第二段階－世帯全員
市民税非課税、課税
年金収入額と合計所

得120万円以下

第三段階…世帯全員
市民税非課税で第
一、第二段階以外の

者

第四段階…本人市民
税非課税で（世帯内

に課税者あり）課税年
金収入額と合計所得

金額80万円以下

第五段階…本人市民
税非課税で（世帯内
に課税者あり）、第四

段階以外の者

合計
第三段階…特例

以外の者

第四段階特例…本人
市民税非課税（世帯
に課税者あり）課税
年金収入と合計所得
金額８０万円以下

第四段階…特例
以外の者

第五段階…市民税課
税で合計所得金額１

２５万円未満

第六段階…市民税課
税で合計所得金額１
２５万以上２００万

円未満

改訂
第一段階…生保、世
帯全員市民税非課税
老齢福祉年金受給者

第二段階…世帯全員
市民税非課税、課税
年金収入額＋合計所
得＝   ８０万円以下

第三段階特例…世帯
全員市民税非課税課
税年金収入額と合計
所得金額１２０万円

以下

25年度

第八段階…市民税課
税で合計所得金額４

００万円以上

１８年度

改訂

２２年度

第五段階－市民税課
税で合計所得金額

125万円未満

第六段階－市民税課
税で合計所得金額
125万－200万円

第七段階－市民税課
税で合計所得金額

200—400万円

２１年度

第四段階－特例以外
の者

茨木市介護保険料階層別推移

１２年度

１３年度

１４年度

第八段階－市民税課
税で合計所得金額

400万円以上

１５年度

１６年度

１７年度

２０年度

１９年度

半年免除
半年半額

半年半額

第二段階－世帯全員
市民税非課税、課税
年金収入額＋合計所
得＝   ８０万円以下

第三段階－世帯全員
市民税非課税で第
一、第二以外の方

第四段階特例－本人
市民税非課税（世帯

に課税者あり）本人課
税年金収入と合計所
得金額80万円以下

五段階から六段
階に拡大

２８年度

２６年度

改訂

八段階（実質九段
階）から八段階
（実質十段階）

六段階から八段階
（実質９段階）に拡

大

第一段階－生保、世
帯全員市民税非課税
老齢福祉年金受給者

合計

第七段階…市民税課
税で合計所得金額２
００万以上４００万

円未満

２３年度

２４年度


